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2004（平成16）年の重要文化的景観の制度導入以来，各地でその価値の保全に向けた取り組みが行われ

てきた．一方で，近年激甚化する水害において，我が国の治水計画は流域一体で取り組む流域治水の計画

に大きく転換を図っており，流域に成立する重要文化的景観選定地においては治水計画と文化財価値の保

全の両立が求められる．本研究は，最上川舟運と最上川の河川工学的特性について考察を行い，文化的景

観を成立させてきた河川の特性を明らかにすることを目的とした．その結果，近世最上川舟運は河川工学

的特性に対して合理的な地点に発展しており，特に大江町左沢地域では，瀞や瀬など特徴的な河川条件の

基に形成された風景が文化的景観として引き継がれていることを明らかにした． 
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1. はじめに 
 

(1) 背景・目的 
 2004（平成 16）年⽂化財保護法の⼀部改正に伴い，重
要⽂化的景観の選定制度が導⼊された．⽂化的景観とは
「地域における⼈々の⽣活⼜は⽣業及び当該地域の⾵⼟
により形成された景観地で我が国⺠の⽣活⼜は⽣業の理
解のため⽋くことができないもの（⽂化財保護法第⼆条
第⼀項 第五号）」と定義される．その中でも地域固有
の価値を⽰すものや，他に類を⾒ないものを，特に重要
⽂化的景観としている．⽂化的景観については，静態的
ではなく動態的なものであることから地域の産業や⽣活
の変化に伴い変化していくことが指摘されてきた 1)．そ
のため，時代に応じた技術の変化に対して，その変化を
許容しながら保全していくことが重要である．  
 近年では，気候変動に伴う豪⾬災害の激甚化により全
国各地で⽔害被害が発⽣している．これを受けて国⼟交
通省は地域・都市政策と治⽔対策が⼀体となっ た「流
域治⽔」への実現に向けた取り組みを進めている 2) 3)．
これにより，流域の氾濫対策に加え，氾濫リスクに基づ
くまちづくりや住まい⽅の改善を⾏っている．前述した
重要⽂化的景観選定地には，四万⼗川や⻑良川など河川
と⼈々の関わりを構成要素としているものも多い．これ
らの地域では，流域治⽔に向けた取り組みが⾏われてお
り，その流域治⽔計画⽴案に際しては治⽔安全度上の観

点のみならず，⽂化的景観保全の観点から，地域固有の
⽣活や⽣業及び当該地域の⾵⼟により形成された景観に
も配慮する必要がある． 
 本研究で対象とする最上川流域では，2020（令和2）
年に「令和2年7月豪雨」によって広い範囲で浸水被害が

発生した．その被災地の1つとして山形県西村山郡大江

町の左沢地域があり，堤防整備や中洲の掘削による治水

整備が計画されている4)． 2013（平成25）年には「最上

川の流通・往来及び左沢町場の景観」として重要文化的

景観に選定されており，最上川自体も景観構成要素とさ

れている．そのため，治水計画策定に際しては治水上の

課題解決と，これまでの歴史の中で積み重ねられてきた

最上川とまちとの関係についても維持していくことが求

められている．これらを実現するために文化的景観を構

成する地域の生業や文化という要素に対して河川工学的

な観点からも文化的景観保全に向けた議論を行う必要が

ある． 

 また恵⾕は，⽂化的景観の価値から保護⼿法へと結び
つける理論が未熟である 5)と指摘している．今後も頻発
する⽔害に対して流域治⽔をはじめとした治⽔対策と⽂
化的景観の価値の保全との両⽴に向けた知⾒の蓄積は急
務である． 
 最上川⾈運は，最上川の河川環境条件のもとで成⽴し
た⽣業である．最上川は狭窄部や盆地など多様な地形を
有する⼭形県を流れる河川であり，その河川環境も多様
性に富んでいる．最上川を⽣業の場としてきた最上川⾈
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運が河川環境との関係において如何に成⽴してきたのか
という点を明らかにすることは，⽂化的景観保全の観点
からも重要であると考える． 
 以上を踏まえ，本研究は最上川舟運の成立に大きな影

響を与えたと考えられる最上川の河川工学的特性として

河道内の地形や，流量，⽔⾯・河床勾配等の点から考察
を⾏い，⽂化的景観を成⽴させてきた河川の特性を明ら
かにすることを⽬的とする．  
 
(2) 既往研究と本研究の位置づけ 
 我が国の文化的景観に関する既往研究には，その構成

要素の変遷に着目した研究6) 7)や地域住民の認識や生業の

持続性に着目した研究8) 9)，また，価値の保全に向けた方

法論の提案10)など様々な観点から研究が進められている．

これらの研究では動態的変化を許容する文化的景観に対

して，その構成要素に着目した価値の保全に向けた基礎

的研究であるという点で本研究と視点を共有する．特に，

構成要素となる生業は文化的景観の中核をなすものであ

り，地域ごとにその特徴も異なる． 
 本研究が取り扱う最上川舟運に関する研究の蓄積は数

多ある．その中でも，特に横山の研究11) 12)が代表的であ

る．横山は近世を中心に舟運制度や河岸機能をはじめと

した最上川舟運機構について論じており，最上川舟運を

考える上では優れた先行研究である．歴史地理学の観点

からは小野寺13)によって図会を用いた分析が行われてお

り，舟運が栄えた近世当時の様子を知る手がかかりとし

て非常に興味深い．また，河岸集落の実証を試みた研究

に高橋の研究14)がある．近世期最も栄えた大石田河岸を

対象に河岸集落の構成を明らかにしている．このように

最上川舟運に関する研究は，歴史学や歴史地理学また建

築分野など様々な分野で取り上げられており，その歴史

や当時の様子を知るための重要な手がかりとして非常に

参考にできる．  
 一方，土木史の分野にも舟運を取り上げた研究の蓄積

がある．淀川や利根川を対象に舟運路整備を取り上げ，

その整備過程を論じた松浦の研究15)や，琵琶湖疏水計画

と舟運機能との関係を論じた田中らの研究16)がある．こ

れらの研究は，河川行政が大きく転換を見せる近代河川

整備と舟運との関係を論じたものである．  
 本研究は，上記で取り上げた既往研究と同様に文化的

景観の価値の保全に向けた一知見を与えるためのもので

あるが，対象である最上川舟運を河川工学的な視点から

取り上げることで，文化的景観を成立させてきた河川の

特性を明らかにしようとするものである．また，土木史

分野での研究は，計画の変遷過程や舟運の機能に主眼が

置かれてきたが，本研究では河川そのものの特性を扱う

点でそれらの着眼点とは異なる． 

 以上より本研究は，既往研究を先達として，最上川舟

運により栄えた河岸地と最上川の河川工学的特性から文

化的景観の成立要因に迫る点に特徴があり，文化的景観

と河川工学をつなぐ新たな視点を提示することができる

と考える． 
 
(3) 手法と構成 
 第2章，第3章では，最上川舟運の変遷と最上川の河川

整備史を整理するために文献調査を行った． 最上川舟

運に関しては数多の蓄積があるが，特に山形県史や各市

町村史，歴史学や歴史地理学の既往研究を参照した．ま

た，河川整備史に関しては，関連する文献および計画資

料から変遷の過程を整理した． 
 第4章では，最上川の河川工学的特性と最上川舟運の

関係を明らかにするために，計画資料や国土交通省の水

文水質データベースを参照した．これらを基に，最上川

流域の河川工学的特性図を作成し，分析・考察を行う． 
 第5章では，⼤江町左沢地域を取り上げて河川⼯学的
特性と最上川⾈運の関係について具体的な検討を⾏った．  
 
 
2. 最上川舟運の歴史 

 
(1) 概要 

 本章では，山形県史17) 18)や各市町村史19) 20)，最上川舟運

に関する文献21) 22) 23) 24)を参照し，近世年間における最上川

舟運年表（図− 1）の作成を行った．また，明治以降につ

いても調査を行い，これらを踏まえて近世，近代，戦後

の3つの時代区分から最上川舟運の歴史について整理を

行った．特に，近世については，舟運のおこり・成立・

発展・混乱・衰退までを5つの区分に分けて，その特徴

について述べた． 
 
(2) 近世の最上川舟運 
 山形県を流れる最上川において，舟運による交通は経 
済活動等の重要な交通路としての役割を担ってきた．最

上川舟運の歴史は非常に長く，平安以前からも部分的に

行われていた25)．この最上川舟運が大きく飛躍したのが

近世であり，この近世期の飛躍を大きく後押ししたのが

最上川流域を一円的に支配した最上義光である．義光は

慶長期から，改易される元和期にかけてその舟運の基盤

整備に貢献した26)．最上川舟運最大の河岸地であった大

石田も同様の時期に発達している． 
 江戸時代に入り，元和−明暦期（1615- 1658）は最上川

の水運機構が成立した時期である．特に着目すべきは慶

安期の最上川三河岸体制の成立や酒田船と大石田船の片

運送の取り決めを行った「古法」の成立である．これら
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の成立によって最上川舟運としての体制が整った． 
 1672（寛文12）年の河村瑞賢による西廻航路の整備は

当時の舟運における大きな動きの１つであり，これに伴

い最上川でも輸送物資が大幅に増大した27)．最上川舟運

における大きなターニングポイントは最上川上流部の開

削である．寛文・延宝年間（1661-1704）において，最上

川舟運が航行できたのは山形外港の船町までであった28)．

これは左沢地域の上流部には五百川峡谷があり，水深が

浅く船による航行が不可能であったからである29)． 1693-
1695（元禄5-7）年に西村久左衛門によって五百川峡谷

が開削されると，最上川舟運は全流程において開かれた
25)．この開削工事の区間は荒砥から長崎であり，黒滝の

難所や桜瀬の開削が行われた30)．特に，黒滝の開削は川

の岩盤を切り開く工事31)であり，峡谷内を通船するため

に人工的に掘削することで航路として整備した．寛文−

元禄期（1661-1704）にかけては西廻航路の整備や最上川

全流程の開通など，山形全土や日本全国にも最上川舟運

が展開していった期間である．これらを踏まえると，寛

文−元禄期は最上川舟運の発展期と位置づけることがで

きる．  
江戸時代中期になると大石田による最上川舟運の独占

的支配が大きな問題として顕在化するようになる．これ

に対して，上郷地域の村々及び商人達が幕府に直訴し，

大石田の舟差配役を取り上げるよう要請した32)．これを

受け，1723（享保8）年に大石田川船差配役が廃止され

ることとなった32)．さらに，入会運送の実施や新河岸の

設置などが行われた32)．この新河岸設置によって，これ

までの三河岸から清水・大石田・船町・寺津・本楯の五

河岸として確立される（図− 2）． 
1764（明和元）年に山形が幕領となると，最上川の直

接的な支配が進められるようになる．1792（寛政4）年

には従来の請負差配役が廃止され，幕府の直差配となっ

た33)．このように享保−寛政期（1716-1801）には，大石

田河岸独占問題の顕在化や幕府による舟運への介入など

これまでとは異なる動きによって各地域で混乱がおきた．

そのため，この享保−寛政期は最上川舟運における混乱

期と捉えることができる． 
幕末期（1831-1868）になると最上川舟運において商品

流通や発展と統制の混乱は種々の問題となって現れる．

特に大きな問題の1つが寺津と船町との間で起きた河岸

間紛争である．この紛争は，船町荷問屋阿部孫七が酒田

に「出張問屋」を設置し，酒田からの登せ荷（のぼせに）

を独占したことが原因である34)．この紛争は1842（天保

13）年に一時解決したが，その後も両者の争いは度々繰

り返された．さらに，商人荷物の不足や物価の高騰が最

上船の困窮を招き34)，次第に最上川舟運は衰退した． 
幕藩下における舟運体制は， 1872（明治5）年に廃止

五百川峡谷

図− 2 最上川諸河岸地（文献 11) に筆者加筆） 

明治期−

最上川舟運のおこり
天正−慶長
（1573−1615）

最上川水運機構の成立
元和−明暦
（1615−1658）

最上川舟運の発展
寛文−元禄
（1661−1704）

最上川舟運の混乱
享保−寛政
（1716−1801）

最上川舟運の衰退
幕末期（天保−）
（1831−）

山形城主最上義光により航行の便が整備される．
1581（天正 8）

船町がおこる．
1612（慶長 16）

清水の船継ぎ権を廃止して大石田が中継地点に．
1615（慶長 19）

最上川の水運開発が進む．
1602（慶長 6）

清水河岸の成立（新庄藩の外港）．
1628（元和 8）

古法の成立（片運送協定）．
1651（慶安 3）

最上氏改易．
1628（元和 8）

左沢藩が松山の所領となる．

幕府は従来の請負入札を廃止し，
役所を設けて管理権限を握った．

1648（慶安元）

川村瑞賢により西廻り航路が開かれる．
1673（寛文 12 ）

西村久左衛門による五百川峡谷開削．
1693-1695（元禄 5-7）

大石田の独占輸送に対する
漆山百姓代善左衛門・商人代七左衛門による訴え．

1723（享保 7）

幕命により大石田川船独占の請負が廃止．
上郷請負差配役が成立．

1724（享保 8）

今成平兵衛により
阿武隈川上流から小鵜飼船が導入される．

1758（宝暦 7）

政府による「川船道調査」の実施．
1740（元文 4）

横山（新庄藩）に川船会所を設置．
1741（元文 5）

大石田に川船役所を設置．
1785（寛政 4）

船町の登せ荷独占が訴えられる．
1841（天保 12）

寺津・河岸論争一件落着．
1841（天保 13）

1864（元治元）

幕藩制下の舟運体制の解体．
小鵜飼船の本流進出が解禁．

1872（明治 5）

1844（弘化元）
1849（嘉永 12）

1859（安政 5）

小鵜飼船の本流進出問題が表面化．
天保初頭

最上氏により清水氏が滅ぼされる．

上郷新河岸の設置
口留番所の改廃
輸送手続きにおいて送状の持参を義務化
運賃の引下げ

新法

その後も
論争が頻発

寺津・河岸間で議定が結ばれる．
酒田からの積荷の水揚げは荷主の自由

小鵜飼船左沢より上流のみ航行可能．

最上川舟運発展区分 史実 関連事項

黒滝の開削・桜瀬の掘削など

図− 1 最上川舟運年表（文献 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)より筆者作成） 
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され，これまで本流での通行が禁止されていた小鵜飼船

の通航が自由化されるなど，大きな変化が起きた． 
 

(3) 最上川舟運を支えた川船 
 最上川舟運においては，その用途や地域によって様々

な川船が使われてきた．この川船については，川名の研

究24)に詳しい．以下，川名の研究を参照し，最上川で用

いられた川船について整理する．特に最上川舟運におい

て中心となったのが「艜船（ひらたぶね）」である．艜

船は船底が平板で箱形をしている船で，1人乗りから5人
乗りまであった．最上川では4人乗りが主流で，200俵程
度の積載量を有していた．川名によれば，艜船は上流部

の舟運路開削当初の元禄期から宝暦期まで菖蒲・左沢間

でも航行していたが，1758（宝暦7）年の最上川大洪水

によって川の状況が一変し，艜船の通船が困難になって

しまったと指摘している．そこで，阿武隈川に派遣され

ていた今成平兵衛が阿武隈川上流部で使用されていた

「小鵜飼船（こうかいぶね）」を最上川に導入した．こ

れにより，最上川では艜船に加え小鵜飼船を中心とした

舟運が展開される．この小鵜飼船は艜船に比べ小型の船

でおよそ30俵〜100俵程度の積荷を積載できたとされて

いる．さらに，川名は，川船における帆の使用が近代以

降に急速に普及したことから最上川上流部の小鵜飼船は

曳舟であった可能性を指摘している．これは，5章で後

述する左沢の綱手道があったという事実からもその可能

性は大いにあったと考えることができる．このように，

小鵜飼船は小型であり操作性も高かったことから狭窄部

の多い上流部で活躍していた．しかし，艜船が近世以前

から利用されていたのに対して，小鵜飼船は後発の船で

あったために，多くの制限から左沢より上流部の航行に

限られていた． 
 
(4) 近代化以降の最上川舟運 
 1872（明治5）年に，これまでの舟運体制が廃止され

たことで，江戸時代には禁止されていた左沢より下流で

も，小鵜飼船の利用が盛んになった． 
 1879（明治12）年になると荷物の請負輸送を目的とし

た酒田回漕会社が設立された．2年後の1881（明治14）
年には旅客輸送を目的とする乗船常便社が設立35)．その

後，1891（明治24）年には上り船による貨物輸送を目的

とした酒田回漕問屋組合が開業する35)．明治に入り回漕

業が発達したことで，水上輸送荷物の損害補償制度も整

えられていった．酒田回漕問屋組合が開業した1891（明
治24）年には，独立した保険会社である最上川廻漕保険

会社なども設立された35)．このように一度は幕末に衰退

した最上川舟運は立ち直りを見せた． 
 しかし，1899（明治32）年に奥羽本線が米沢まで延び，

1903（明治36）年には新庄まで開通．さらに，1914（大

正3）年に新庄と酒田を結ぶ陸羽西線が完成した．こう

した，陸上交通の近代化を受けて，最上川舟運は衰退す

ることとなった． 
 
(5) 戦後の最上川舟運 
 明治・大正期の鉄道整備によって，その役割を終えた

最上川舟運であったが，戦後に再び復活する．そのきっ

かけとなったのが，昭和20年代の舟遊びを商売にしよう

という動きである．1947（昭和22）年戸沢村古口地区で

観光舟運がはじまり，1951（昭和26）年には村の有志が

「最上川峡観光協会」を設立するなど地域の生業として

本格化した36)．この動きを契機に，1959（昭和34）年に

は北村山郡大石田町，1963（昭和38）年には新庄市にも

舟運業者が出現した．しかし，立地条件の悪さなどから

どちらもすぐに廃業した36)． 1964（昭和39）年には戸沢

村と立川町の有志により，最上川峡芭蕉ライン観光会社

が設立され36)，現在でも続いている．このように戦後の

最上川舟運は，近世年間の物資輸送とは異なるかたちで

はあるものの，観光舟運として引き継がれている． 
 
 
3. 最上川の治水と舟運 
 
(1) 概要 
 本章では，建設省37)や土木学会38) 39)が発刊する資料や

河川整備計画40)を参照し，近代以降の河川整備の歴史に

ついて整理を行った．また，それらに加え明治以降の舟

運の変遷41) 42)についても整理を行い，最上川河川整備年

表（図− 3）を作成した．これを踏まえ，近代，戦後，河

川環境整備萌芽以降の3つの時代区分から最上川河川整

備と最上川舟運の歴史について特徴を考察した． 
 
(2) 最上川舟運の衰退と近代治水 
 明治に入り，最上川で初めて内務省によって直轄工事

が進められたのが1885（明治18）年の中流部改修工事で

ある43)．この工事は洪水防止のための改修事業として行

われたものの，低水工事が中心であった．河川改修につ

いて，当時は交通の基軸として陸送よりも舟運が重要視

されており，明治20年代初頭までそれに応じた水利工事

が中心であったこと44)は既に指摘されている．このこと

から，直轄工事が舟運に焦点を当てた改修事業であった

と考えることができる．さらに，同時期の最上川舟運の

動きに着目すると，回漕会社の設立などが盛んに行われ

ていたことからも舟運に重きをおいた計画であったと考

えることができる．この工事は18ヶ年継続の事業として

1902（明治35）年に完了した43)．  
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 最上川における本格的な近代治水は1909（明治42）年

4月の洪水を契機に始まる．1917（大正6）年には清川か

ら河口部までの32キロの築堤工事，1921（大正10）年に

は当時の支川赤川放水路工事が行われた43)．下流部での

治水事業が最も早く行われることとなったのは，明治中

期に導入された馬耕により開田が急速に進んだことが要

因である45)．同時期の河川行政の動きに1909（明治42）
年の「治水会」の設置と，1910（明治43）年の第一次治

水計画の策定がある46)．この治水計画が我国最初の長期

計画である．この年の全国的な水害の発生を契機に，政

府は臨時治水調査会を設置し，全国の治水対策について

検討を行った．河川法第8条に基づく直轄河川を65河川

として，第一期施行河川20河川，第二期施行河川30河川

を選定した．工期は第一期河川全体で18ヶ年と定められ

た46)．最上川もこの第一期施行河川に含まれている．2-
(4)で述べたように明治末から大正にかけて最上川舟運

は衰退していったが，同時期の治水対策を見ると第一次

治水計画をはじめ，その計画の焦点が治水に向かってい

ることが分かる．このように鉄道をはじめとした陸送の

交通基盤の発展や度重なる水害への対応が求められ，最

上川においても治水中心とした河川行政へと転換した． 
 その後，1933（昭和8）年からは上流部においても直

轄改修が行われた43)．これによって中流部を除き大部分 

 
で河川改修が行われることとなった．さらに翌1934（昭
和9）年には最上川全川が河川法施行河川として認定さ

れた43)．このように，我が国の近代治水成立の過程にお

いて，支川の放水路や連続堤防の建設が行われたことで，

近代治水下での最上川の基盤が形成されていった． 
 
(3) 戦後の治水と観光舟運 
 終戦直後の日本は，伊勢湾台風やカスリン台風など，

度重なる台風によって頻発した水害に対して治水計画の

整備が求められた時代である． 1953（昭和28）年の西日

本大水害後には「治山治水対策協議会」が設置され同年

に「治山治水基本対策要綱」が作成された． 1960（昭和

35）年には前年に発生した伊勢湾台風を契機に長期的な

治水投資計画が盛り込まれた「治山治水緊急措置法」が

制定され，さらに，「治水10ヶ年計画」が策定された．

これにより，法律に基づいた治水計画が策定されること

となった．  1964年（昭和39年）に新河川法が制定され

たことで，最上川は1965（昭和40）年に一級河川に指定

され，同年に工事実施基本計画が策定された．  
 最上川最大の洪水が1967（昭和42）年8月の羽越豪雨

である．さらに2年後の昭和44年8月豪雨においても計画

を上回る大洪水がおきた．この未曾有の水害を契機とし

て，1974（昭和49）年に工事実施基本計画が改訂される．

最上川の洪水・水害 我が国の河川行政
下流

近代以降の最上川舟運
中流

最上川における河川整備・治水計画
上流

時代
区分

明
治

大
正

昭
和

平
成

令
和

1963 第二次改訂計画策定

2021 最上川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

1999 河川整備基本計画策定

2002 河川整備計画策定（大臣管理区間）

1974 工事実施基本計画改訂

1965 工事実施基本計画策定

最上川水系河川法全川登録

ふるさとの川モデル事業1995

 河川法制定1896

1934

当初計画策定
上流部直轄改修事業着手

1933

白川ダム建設着手（1981完成）1960
上郷ダム建設着手（1962完成）1961

寒河江ダム建設着手（1991完成）

長井ダム建設着手（2011完成）

大久保遊水地建設着手（2011完成）

1974

1977

1984

河川法制定1997

かわまちづくり支援制度2009

流域治水プロジェクト
緊急治水対策プロジェクト

2021

第 3次治水計画1933

第 2次治水計画1921

第 1次治水計画1910

治水事業 10ヶ年計画1960

第 2次治水事業 5ヶ年計画1965
第 3次治水事業 5ヶ年計画1968

第 4次治水事業 5ヶ年計画1972

第 5次治水事業 5ヶ年計画1979
第 6次治水事業 5ヶ年計画1982

うるおいとふれあいのある1984

多自然型川づくりの通達1990

ふるさとの川モデル事業1994

新河川砂防基準策定1977

河川砂防技術基準策定
治水事業 5ヶ年計画

1958

砂防法・森林法1897

1944

明治 42年 4月洪水

大正 2年 8月洪水

昭和 19年 7月洪水

1909

1913

羽越豪雨1967

昭和 44年 8月洪水1969
昭和 46年 7月洪水1971

昭和 50年 8月洪水1975

平成 9年 6月洪水1999

平成 14年 7月洪水2004

平成 25年 7月洪水2013
平成 26年 7月洪水2014

令和 2年 7月豪雨2020

赤川放水路着手（1936年通水）1921

第一次改訂計画策定1949

下流部直轄改修事業着手

赤川締切（最上川水系から分離）

最上中流堰着手

1917

1954

1988
水辺プラザ登録（平田町）

清川地区かわまちづくり2010

当初計画策定

中流部直轄改修事業着手
1957 当初計画策定

水辺プラザ登録1999

朝日地区かわまちづくり
長井地区かわまちづくり

2009

水辺プラザ登録（朝日町）2005

河北町かわまちづくり2010
須川かわまちづくり2012

寒河江地区かわまちづくり2019

（大江町，寒河江市，中山町，河北町）

（支川：指首野川）

中流部改修工事（1902年完了）1885

新河川法制定1964

水辺環境事業

幕藩制下の舟運体制解体
小鵜飼舟の本流輸送解禁

1872

最上川舟運回漕会社の設立1877
乗船常便社設立1879
酒田回漕問屋組合開業
最上川回漕保険会社の設立

1881

陸羽西線の開通により舟運衰退1914

観光舟運が始まる（戸沢村古口）1947

最上峡観光協会設立1951

最上峡芭蕉ライン観光会社設立1964

重要文化的景観登録（左沢）2013

重要文化的景観登録（長井市）2018

図− 3 最上川河川整備年表（文献 37) 38) 39) 40) 41) 42)より筆者作成） 
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この改訂に際して，多目的ダムを用いた洪水の調節が計

画に組み込まれた．これにより，1974（昭和49）年に寒

河江ダム，1977（昭和52）年に大久保遊水池，1984（昭
和59）年に長井ダムの建設が着手された． 
  一方で，戦後の最上川では，これまでの最上川舟運

に代わり，観光を目的とした観光舟運が中流部で始まっ

た．中流部の治水整備に着目すると，直轄改修工事が上

下流に比べ大きく遅れていることがわかる．下流部は

1917（大正6）年，上流部は1933（昭和8）年に対して中

流部のみ1957（昭和32）年と下流の改修工事着手から40
年後であり，この改修工事でようやく堤防が整備される

こととなった．観光舟運が始まった戸沢村古口では毎年

度重なる洪水被害を受けてきた．しかし，家の作りを工

夫するなどして洪水と上手く付き合ってきた地域であり，

水防の工夫により洪水の回数に比べ，犠牲者の数も少な

かった47)． 
 戸沢村古口において観光舟運がはじまった要因として，

かつてこの地域が河岸地であったことや雄大な渓谷美を

有することが挙げられる．それだけではなく，この地域

は直轄事業が開始するまで，全くの無堤区間であったこ

とで近世から続く河川と村との関係が絶たれず，結果と

して観光舟運が行われるようになったと考えられる．  
 
(4) 河川環境整備萌芽以降の最上川 
 高度経済成長以降，我が国では河川を取り巻く都市環

境の著しい変化により，河川に対して国民が多種多様な

要望を持つことになった． 1987（昭和62）年の第七次総

合治水五箇年計画の中で「安全で活力ある国土基盤の形

成」「社会・経済の発展に向けての水資源開発」と並び，

「うるおいとふれあいのある水辺環境の形成」が謳われ

た48)．その結果，社会の要請に応えるかたちで「ふるさ

との川モデル事業」，「都市清流復活総合モデル事業」

を皮切りに様々な河川環境整備が行われてきた．これら

は現在でも「かわまちづくり支援制度」として統合され

て進められている． 
 最上川においても90年代頃から河川環境整備事業が盛

んに行われてきた．1995（平成7）年には支川の指首野

川でふるさとの川モデル事業，1999（平成9）年には平

田町，大江町，寒河江市，中山町，河北町が水辺プラザ

として登録されている．また，2000年以降には，清川，

朝日町，長井地区，河北町，須川，寒河江地区において

かわまちづくり支援制度が登録されている．上記の河川

環境整備の多くで，船着場の整備が行われていることか

ら最上川流域の河川環境整備において最上川舟運跡地や

観光舟運が重要な要素となっていることが伺える． 
 
 

4. 河岸立地の河川工学的特性における合理性 
 
(1) 概要 
 本章では2章・3章で整理した最上川舟運史と最上川河

川整備史を踏まえ，河岸立地と最上川の河川工学的特性

との関係について論じる．(2)では河川整備計画49)や河川

事業再評価50)より，最上川の河川工学的特性である川幅

や河床材料，河床勾配などを抽出した．そのデータに，

河岸や船着場の位置を並列させた図− 4を作成した．(3)
では．舟運における重要な条件として流量の観点からデ

ータの収集を行った．データ収集には国土交通省の水文

水質データベース51)を用いて流況表より流量の抽出がで

きた19地点の河況係数を算出した（図− 5）．以上を踏ま

え，(4)では最上川における河川工学的特性と河岸立地

の合理性について論じる． 

 

(2) 河岸立地と河川地形 
 図− 4より，川幅や地形について着目すると船着場や

河岸については狭窄部分を避けて立地していることが

分かる．特に135km-165km地点の荒砥狭窄部は，2-(2)で
述べたように， 1693-1695（元禄5-7）年に西村久左衛門

による黒滝の難所や桜瀬の開削を契機として開通され

た区間である．左沢も荒砥もその狭窄部の出入り口と

なる部分に立地しており，狭窄部分をつなぐ重要な拠

点であることが分かる．また，他の狭窄部分について

も荒砥狭窄部と同様のことが言える．25km-40km地点の

最上狭窄部では清川が出口部分に立地しており，90-
105km地点の大淀狭窄部では下流側に大石田，上流側に

は谷地や寺津などが立地している． 
 最上川は球磨川，富士川とともに「日本三大急流」

と称されるが，河川勾配は緩やかであり，狭窄部が多

い地形上の特徴から全体が急流という印象を受けてい

る52)．最上川が三大急流河川と呼ばれながら舟運が盛

んであったのは，狭窄部分を上手く避けることで，流

れが緩やかな流域部分を河岸や船着場として整備して

きたことが大きな要因であると考える． 
 また，河床材料に着目すると上流から中流にかけて

中礫の河床が続いている．礫床区間では砂州の流量に

追随した変化が緩慢であることから水理量に応じて砂

州形態・形状まで追随しないこと53)が指摘されている．

流量が変化した場合でも砂州の形態・形状の変化が小

さかったことも最上川を活用する上で重要であったと

考える． 
 
(3) 河況係数による流量の安定と最上川舟運 
 舟運を行うために流量が安定している必要があると

考え，「河況係数」に着目してデータの収集を行った． 
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河況係数は，河川のある地点における最大流量と最小

流量の比であり，河川流量の安定度を数量的に示した

ものである．これを下流から上流にかけて，観測地点

の順に並べたものが図− 5である．特に荒砥狭窄部より

上流地点で河況係数の値が大きく，上流部では船着場

が整備されていたものの流量が不安定であったことが

分かる．当時は宮や糠野目といった船着場が整備され

ていたが，下流に位置する宮の方が盛んに使われてい

た．河況係数は上流に向かうにつれて大きな値を示し

ており，糠野目は宮に比べて流量が不安定であったこ

とから，より下流に位置する宮が栄えていたと考える． 

 近世最大の河岸であった大石田や初期からある清水の

値に着目すると，その値は30程度で他の地点に比べ小さ

な値を示している．このことから最上川流域の中でも大

石田や清水は流量が安定していたために最上川舟運の成

立初期から河岸地として栄えたと考える． 

 

(4) 河岸立地における合理性 
 (2)，(3)で述べたように最上川舟運の河岸地は，狭窄

部を避けるように立地している．また，それに加え，河

岸が立地するための条件として，流量の安定も重要であ

ったと考えられる．以上を踏まえると，最上川舟運にお

いてその河岸の立地は河川工学的特性に対して合理的な

場所に設けられていたと言える． 

 

 

5. 左沢地域の最上川舟運と河川工学的特性 
 
(1) 概要 

 本章では文化的景観選定地域である最上川左沢地域を

取り上げて具体的な検討を行う．検討には主に，空中写

真，地形図，当時の状況を記した絵図を用いた．       

 空中写真は国土地理院が公開している「国土地理院 

地図・空中サービス」54)より当該地域の空中写真として

一番新しい2013年のものを用いた．この空中写真に河道

内の状況を加筆したものが図− 6である． 

 地形図作成には「WEB等高線メーカー」55)を用いて，

等高線間隔：2m，等高線の強調間隔：5mとして作成し
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た．地形図には文化的景観報告書56)を参考（図− 7）に舟

運に関連する施設や近世由来の道路を描画した． さら

に，「令和2年7月豪雨」を受けて国土地理院が公開した

大江町周辺の「令和2年7月豪雨 浸水推定図」57)をトレ

ースして地形図上に描画した（図− 8）．また，国土地理

院「地理院地図/GSI Maps」58)を用いて標高地形図を作成

し（図− 9），合わせて分析・考察を行った． 

 
(2) 大江町左沢地区の概要 

 左沢地域は山形県西村山郡大江町の東端，最上川上

流の荒砥狭窄部の出口に位置している．1959（昭和34）
年に漆川村との合併により左沢町が廃止され，現在で

は大江町となっている． 

 2013（平成25）年に「最上川の流通・往来及び左沢

町場の景観」として重要文化的景観に選定された．近

世に形成された城下町の町割りや近代化の名残によっ

て形成された複合的なまちなみが残っている．加えて，

荷物の積み替え地点として栄えた最上川舟運に端する

特徴的な景観が魅力的な地域である．この重要文化的

景観の構成要素として最上川の河川区域も含まれてお

り，最上川と人々が密接に関わって形成された風景や

文化が継承されている56)． 

 

(3) 左沢地域周辺の河川環境 

 左沢地域周辺の最上川では，毎年の渇水期に桜瀬から

菖蒲まで半月以上かけて舟道普請が行われていた59)．一

般的に蛇行区間は外側が早瀬，内側が寄州になることか

ら60)，図− 6の空中写真においても外側は白く泡立ち流れ

が早く，内側に堆砂していることが分かる．当時，舟道

を間違えると百目木に流され，難破を意味するとされて

いた61)ことから，左岸側の早瀬を航行することは不可能

であった．一方で，桜瀬と言われていたのは右岸側で，

蛇行区間の内側であることから寄州が発達する．堆砂に

加え，渇水期で水位が下がってしまえば舟の航行はでき

なくなってしまう．当時の人々は，このような河道内の

特性を理解して，舟道を選択し，水深を確保するための

舟道普請を年中行事として執り行っていたといえる． 

 また，当時この地域には船頭が綱で船を引き上げる

ための船頭の道である「綱手道」があった62)．特に，

柏瀞部分では崖に足をかけるための足踏みが掘られて

いた62)．瀞の特徴について，水野63)は中程度の深さで流

れの極めてゆるい砂泥部と述べており，流速，水深と

もに船頭自ら船を引くために好条件であったと考える． 

 
(4) 標高から見る左沢地域の特徴 

 図− 7に着目すると，米沢藩舟屋敷，称念寺，松山藩

左沢代官所，そして東町の町家郡が近世に最上川沿い
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図− 6 左沢周辺空中写真（文献 54)に筆者加筆） 

図− 8 左沢周辺地形図（文献 55) 56)57)より筆者作成） 
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に立地していた施設として挙げられる．地形図（図− 8）

から，米沢藩舟屋敷は107m地点であるのに対して，称

念寺は113m，それ以外の代官所や東町の町家郡は115m
地点にあることが読み取れる．このように，左沢地域

では水害リスクの少ない標高の高い地点に町場や代官

所のような重要拠点施設を構えていたことが分かる． 
 一方で，舟屋敷のような河川との関わりを必要とす

る拠点は，町家郡や代官所の立地と比べると標高の低

い地点に立地しており，代官所などが立地する段丘上

よりも水際に近づきやすい地形であると言える．また，

図− 9を見ると左沢地域は様々な標高を有していること

が分かる．このような条件によって左沢地域は複合的

な機能を有することが可能となり，標高差を活かした

最上川との付き合い方を実現させたと言える．その結

果，最上川流域において，特に上流部と下流部を繋ぐ

拠点として大きく繁栄したと考えられる． 
 
(5) 左沢地域における文化的景観と治水の両立 

 文化的景観選定地である左沢地域において，その構

成要素である最上川は，舟運によって地域の人々が密

接な関わりを持ってきたことを見てきた．特に，左沢

地域は，ヘアピンカーブという大きな蛇行区間に位置

しており，流速や水深の変化に富む複雑な河川条件を

有している．そのような河川条件に対して，早瀬や瀞

という特徴的な河川工学的特性を読み解き，綱手道の

整備や舟道普請による水深の維持などの工夫の基に最

上川舟運が成立してきた．そのため，文化的景観と治

水計画の両立に向けては，歴史的な観点から，どのよ

うに河川工学的特徴を読み解いてきたのかという点を

踏まえた上で，それらに対する改変を最小限に留めた

計画の立案が必要であると考える．さらに，当時の

人々の生活の中心に最上川があったことを踏まえると，

堤外・堤内が連携し，日常的な水辺の利用を可能とす

ることが重要である． 
 
 
6. おわりに 
 
(1) 結論 
 本研究では，近世の最上川舟運史について，舟運のお

こり・成立・発展・混乱・衰退の5つの区分に分けて，

その特徴について述べた．また，近代以降の河川整備と

同時代の舟運の動向を整理することで，わが国の河川行

政と最上川舟運の関係において近代治水への転換や直轄

工事，河川環境整備などが最上川舟運に影響を与えてい

たことを明らかにした． 
 最上川舟運は狭窄部を有する最上川の特徴的な地形条

件に対して，その出入口付近に河岸地を設けていること

から，当時の人々が地形条件を深く理解していたと考え

る．また，上流地点の糠野目や中流部の大石田・清水の

ように河岸の発展には流量の安定性が影響していること

から，近世の最上川舟運では河川工学的特性に対して合

理的な地点に発展していたことを指摘した． 
 大江町左沢地域では最上川流域の中でも大きな蛇行区

間であったことや狭窄部の出口付近に立地していたこと

で，瀞や瀬など特徴的な河川工学的特性や多様な標高差

を有しており，この複雑な環境条件が様々な都市機能を

実現させた．これにより，現在でも最上川と人々が密接

に関わって形成された風景や文化が文化的景観として引

き継がれている．  
 
(2) 課題 
 本研究では特に左沢地域について取り扱ったが，近世

に繁栄を見せた他の河岸についても同様の分析を行うこ

とで最上川舟運と河川工学的特性の関係についてより詳

細な検討を加えていく必要がある．また，今回の調査は

文献や地図資料によるものであり，今後は最上川流域の

現地調査を踏まえた分析・考察が求められる． 
 他方，最上川においては舟運以外にも漁業などの生業

が行われているため，それらと最上川の河川工学的特性

との関係性に関する知見の蓄積も重要であると考える． 
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